
 町田市（以下「市」という。）は、2016 年 1 月 15 日に民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ（Private 

Finance Initiative）法」という。）第５条第３項に定める手続きに準じて、「町田市熱回収

施設等（仮称）整備運営事業の実施に関する方針」（添付資料を含む。以下「実施方針」と

いう。）を公表しました。今般、同法第７条の規定に準じて、町田市熱回収施設等（仮称）

整備運営事業を特定事業に相当する事業として選定したので、同法第１１条の規定に準じ

て客観的評価の結果をここに公表します。 

 

2016 年 4 月 22 日 

 

                            町田市長  石阪 丈一 
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特定事業「町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業」の選定について 

 

１．事業の概要 

 (1) 事業名称 

   町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業 

 

 (2) 事業の対象となる公共施設等の名称及び種類 

  ア 名称 

 町田市熱回収施設等（仮称） 

  イ 種類 

 一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第

137号。以下「廃棄物処理法」という。）第８条第１項に規定する一般廃棄物処

理施設をいう。） 

  ウ 施設の概要 

( ｱ )  熱回収施設（焼却施設） 

 計画処理量は約63,000ｔ／年とし、計画ごみ質は基準ごみ7,200ｋJ／ｋ

ｇ、低質ごみ5,200ｋJ／ｋｇ、高質ごみ9,800ｋJ／ｋｇとする。施設規模

は258ｔ／日（２系列、24時間連続稼動）、稼働日数は280日／年以上とし、

処理方式はストーカ方式とする。 

( ｲ ) バイオガス化施設 

計画処理量は約 18,000ｔ／年とし、施設規模は 50ｔ／日とする。稼働日

数は 350 日／年以上とし、処理方式は乾式高温メタン発酵方式とする。 

( ｳ ) 不燃・粗大ごみ処理施設 

計画処理量は約 9,000ｔ／年とし、施設規模は 47ｔ／5h とする。稼働日

数は 245 日／年以上とする。 

 

 (3) 公共施設等の管理者等 

   町田市長  石阪 丈一 

 

 (4) 事業目的 

 町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業（以下「本事業」という。）は、町田リ

サイクル文化センター（以下「現施設」という。）のごみ処理設備が耐用年数を迎え

つつあることから、建て替えるにあたり、市民参加方式により策定した「町田市資

源循環型施設整備基本計画」に定める熱回収施設等（熱回収施設（焼却施設）、バイ

オガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設、新管理棟、ストックヤード棟、洗車場）

を同一敷地内に一体で整備することにより、各施設の機能を相互に関連させ、効率
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的なごみの資源化を図ることを目的とする。 

 

 (5) 事業の概要 

 本事業は、町田市（以下「市」という。）が所有する熱回収施設等の整備及び運営

を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり熱回収施設等の

運営を包括的に委託する、いわゆるＤＢＯ（Design Build Operate デザイン ビ

ルド オペレート）方式により実施する。 

 また、熱回収施設等の運営を長期複数年にわたり安定的に継続させるために、本

事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）は、熱回収施設等の運営業務

の遂行のみを目的とした会社法（平成 17 年法律第 86 号）に規定する株式会社（以

下「運営事業者」という。）を設立することとし、当該運営事業者が事業者とともに

熱回収施設等の運営を実施する。 

 事業者は、現施設が稼働している間に熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）

を整備し、熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）を市に引き渡したうえで運営

事業者とともに熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）の運営を実施する。 

 引き続き、事業者は、熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）の引き渡しの後

に、既存工場棟の解体工事を行い、外構及びストックヤード棟の整備工事を行うも

のとする。事業者は、現施設の解体撤去及び外構工事等の完成後に市に引き渡すこ

ととする。 

 

 (6) 特定事業の業務内容 

 本事業において事業者及び運営事業者が実施する主な業務を次のアからウまでに

示す。 

ア 経営管理業務 

 本事業を長期複数年にわたり安定的に継続させるための運営事業者自らの経営

管理業務 

イ 施設整備業務 

 熱回収施設等を整備するために必要な次の業務 

( ｱ ) 設計業務 

( ｲ ) 建設業務 

( ｳ ) 解体業務 

ウ 施設運営業務 

 熱回収施設等を運営するために必要な次の業務 

( ｱ ) 熱回収施設等の運転管理業務 

( ｲ ) 熱回収施設等の維持管理業務 

 ( ｳ ) 施設運営業務期間終了時の市への引継ぎ業務 
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 (7) 事業期間等 

 本事業は、本事業の実施に関する契約（以下「事業契約」という。）の締結日から

2041年３月31日までの約25年間を事業期間とする。 

 そのうち、施設整備期間は、事業契約の締結日から2024年6月28日までの約８

年間とする。また、施設運営期間は、熱回収施設等の引渡日の翌日から2041年3

月31日までの約20年間とする。 

 

施設整備期間：約７年（2016年12月～2024年6月28日） 

・熱回収施設等（ストックヤード棟を除く。）の整備：約５年（2016年12月～

2021年12月28日） 

・既存工場棟解体工事、既存工場棟の跡地整備工事（ストックヤード棟の整備工

事、造成、外構工事等）：約3年（熱回収施設等の引渡日～2024年6月28日） 

施設運営期間：約20年（熱回収施設等の引渡日～2041年３月31日） 

 

 (8) 対価の支払 

 市は、本事業の実施の対価について、次のア及びイに掲げる費用を事業者又は運営

事業者に支払う。 

ア 施設整備費 

   市は、熱回収施設等の整備を実施する事業者に対して本事業における施設整備

業務の実施の対価（以下「施設整備費」という。）を支払う。支払方法の詳細につ

いては施設整備請負契約によるものとする。 

イ 施設運営費 

  市は、運営事業者に対して本事業における施設運営業務の実施の対価（以下「施

設運営費」という。）を支払う。支払方法の詳細については運営業務委託契約による

ものとする。 

 

 (9) 本事業の実施に関する協定等 

 市は、本事業の実施にあたり、次のアからエまでに掲げる協定等を事業者又は運 

営事業者と締結する。なお、事業契約は、次のイからエまでに掲げる基本契約、施

設整備請負契約及び運営業務委託契約から構成されるものとする。 

ア 基本協定 

 市は、事業者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本

協定を締結する。 

イ 基本契約 

 市は、事業者及び運営事業者との間で、本事業を実施するために必要な基本的
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事項を定めた基本契約を締結する。 

ウ 施設整備請負契約 

 市は、施設整備企業との間で、熱回収施設等を整備するために必要な事項を定

めた施設整備請負契約を締結する。 

エ 運営業務委託契約 

  市は、運営事業者との間で、熱回収施設等の運営を実施するために必要な事項

を定めた運営業務委託契約を締結する。また、運営事業者は、熱回収施設等の運

営を実施する事業者（以下「施設運営企業」という。）との間で熱回収施設等の運

営を実施するために必要な事項を定めた契約を締結する。 

 

 (10) 遵守すべき法令及び許認可等 

 事業者及び運営事業者は、本事業の実施にあたり必要とされる関係法令、条件等

を遵守するものとする。 

 

 

２．実施方針に示したＤＢＯ方式により本事業を実施する場合の評価 

 (1) コスト算出による定量的評価 

 本事業を、市が既存の町田リサイクル文化センターの整備及び運営において実施

してきた発注等の事業方式（以下「従来方式」という。）で本事業を実施する場合の

公的財政負担の見込額の現在価値1（以下「従来方式のＬＣＣ（Life Cycle Cost）」

という。）と、実施方針に示したＤＢＯ方式で実施する場合の公的財政負担の見込額

の現在価値（以下「ＤＢＯ方式のＬＣＣ」という。）とを比較するための前提条件を

「別紙 定量的評価の根拠」のとおり設定した。ただし、これらの前提条件は市が

独自に設定したものであり、実際の事業者の提案を制約するものではない。 

 上記の前提条件のもとで、従来方式のＬＣＣとＤＢＯ方式のＬＣＣを算定して比

較すると、ＤＢＯ方式で実施する場合は、従来方式で実施する場合に比べて約 5％

の削減効果があることがわかった。このため、従来方式で実施する場合よりもＤＢ

Ｏ方式で実施する場合の方がＶＦＭ（Value For Money）2が見込まれる結果とな

った。 

 

  

                             
1  現在価値とは、複数年にわたる事業の経済的価値を図るために、将来価値を一定の割

引率で置き換えたもの。 
2  ＶＦＭとは、「支払に対して最も価値の高いサービスを供給する」という考え方であり、

ここでは、従来方式により本事業を実施する場合とＤＢＯ方式により本事業を実施する

場合のサービス水準が同一であるとした上で、ＤＢＯ方式のＬＣＣが従来方式のＬＣＣ

を下回ればＤＢＯ方式のＬＣＣの側にＶＦＭがあることになる。 
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(2) ＤＢＯ方式で本事業を実施することの定性的評価 

 本事業においては、ＤＢＯ方式で実施することにより、主に、以下のような効果を

期待することができる。 

ア リスク分担の明確化・低減化 

 施設の整備から運営までを一括して委託することで、管理運営中に事故等が起

きた際のリスク分担を明確化することが可能になる。また、当該事業者が保有す

る運営ノウハウを活用しやすいように施設計画を行うことで、適切なリスク管理

が可能になる。 

イ 財政支出の平準化  

 施設運営業務を長期複数年にわたり包括的に民間に委託することにより、運営

期間中の債務が事業当初に確定することが可能になる。また、基幹的設備の更新

や補修などによる維持管理費の変動が抑えられ、施設運営期間における市の財政

負担の平準化が可能になる。 

 

 (3) 総合的評価 

 以上のことから、本事業は、ＤＢＯ方式で実施することにより定量的評価及び定性

的評価に係る効果が発揮されるものと期待できる。このため、本事業をＰＦＩ法第 7

条に規定する手続に準じて、本事業をＤＢＯ方式で実施することが適切であると認め

られる特定事業に相当する事業として選定する。 
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別紙 定量的評価の根拠 

 

１．従来方式のＬＣＣとＤＢＯ方式のＬＣＣとＶＦＭの値 

項目 値 備考 

① 従来方式のＬＣＣ（現在価値ベ

ース） 
29,045 百万円 

事業費の他、市側経費を

含む。 

② ＤＢＯ方式のＬＣＣ（現在価値

ベース） 
27,543 百万円 

事業費の他、市側経費を

含む。 

③ ＶＦＭ（金額） 1,502 百万円 ①－② 

④ ＶＦＭ（割合） 5.17％ ③÷① 

 

２．ＶＦＭ検討の前提条件（※１） 

項目 値 算出根拠 

①  割引率 4％ 

・ 「公共事業評価の費用便益分析に関する技

術指針（共通編）」をふまえ、4％に設定し

た。 

② 物価上昇率 考慮していない 

・ 事業契約において物価変動に伴う対価の改

定を予定しているため事業費の算定におい

ては考慮していない。 

③ リスク調整値 考慮していない 
・ 民間事業者に移転するリスクについては定

量化が困難であるため考慮していない。 

※１ 上記に加えて、税の還元等の調整として、市が支払う消費税及び地方消費税のうち

市に還元すると想定される地方消費税相当分（約 0.5％）、法人住民税のうち市町村

税を還元している。 
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３．事業費などの算出方法 

項目 
従来方式の LCC の 

費用の項目 

DBO 方式の LCC の 

費用の項目 
算出根拠 

①利用者収入な

どの算出方法 
   

②施設整備業務

にかかる費用

の算出方法 

・ 設計監理費 

・ 建築工事費 

・ ﾌﾟﾗﾝﾄ工事費 

・ 保険料等 

・ 市側人件費等 

・ 設計監理費 

・ 建築工事費 

・ ﾌﾟﾗﾝﾄ工事費 

・ 保険料等 

・ 市側人件費等 

・ 従来方式の LCCの各

経費については、事業

実績を基に、関係事業

者からの参考見積り、

ヒアリングなどを参

考に算定した。 

・ DBO 方式の LCC の

各経費については、事

業実績や市場動向等

を参考とするととも

に、本事業における整

備内容をふまえ、民間

事業者の技術力や創

意工夫により得られ

る削減効果を想定し

て減額して算出した。 

③運営業務にか

かる費用の算

出方法 

・ 施設一般管理費 

・ 水光熱費 

・ 運転管理費 

・ 市側人件費等 

・ 施設一般管理費 

・ 水光熱費 

・ 運転管理費 

・ 市側人件費等 

④維持管理業務

にかかる費用

の算出方法 

・ 維持管理費 

・ 補修費 

・ 維持管理費 

・ 補修費 

⑤資金調達にか

かる費用の算

出方法 

・ 交付金対象となる

施設整備費の 1/2

（一部は 1/3）を

交付金により調達 

・ 施設整備費のうち

交付金対象外の

90％を起債により

調達することによ

る金利負担 

・ 交付金対象となる

施設整備費の 1/2

（一部は 1/3）を

交付金により調達。 

・ 施設整備費のうち

交付金対象外の

90％を起債により

調達することによ

る金利負担 

・ 補修費の変動に応

じて一時的に不足

する資金を短期借

入金で調達。 

・ 水光熱費を除く

維持管理運営業務

費用の10％に相当

する資本金を調達。 

・ 循環型社会形成推進

交付金を活用。 

・ 地方債については、

起債金利 1.0％、3 年

据置、15 年償還で元

利均等払。 

・ 自己資本金内部収益

率（EIRR）は 5％。 

⑥その他の費用 ・  ・ SPC 運営費用 ・ 過去の PFI 事業等の

実績を参考として設

定。 

 


